
船舶事故調査報告書 

平成２８年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年９月９日 ０５時４４分ごろ 

発生場所 三重県賀田湾 

 コスギ鼻灯台から真方位０４４°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.８′ 東経１３６°１３.７′） 

事故の概要 貨物船せいりゅう及び貨物船若
わか

富
と

丸は、共に錨泊中、せいりゅうが

走錨して両船が衝突した。 

せいりゅうは、船尾外板に凹損を生じ、また、若富丸は、船首外板

に破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 せいりゅう、７１６トン 

   １３５５７６、盛徳海運建設株式会社 

Ｂ 貨物船 若富丸、４９８トン 

   １３４６８０、貞富海運有限会社及び富山港湾運送株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾外板に凹損 

Ｂ 左舷船首外板に破口等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 ５、最大瞬間風速 約１８m/s 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

台風第１８号が９月９日０９時ごろ愛知県西尾市付近に上陸した。 

三重県に発表されていた強風注意報は、８日２２時１５分に一旦解

除されたものの、９日１１時１４分に再度発表された。 

事故の経過 Ａ船は、空倉の状態で、台風避泊のため、９月８日１５時２０分ご

ろ、水深が約４７ｍで底質が泥の錨地に、重さ約１.８ｔの左舷錨を

投下し、錨鎖を約４.５節伸出して錨泊を開始した。 

 Ａ船は、船長Ａが、短時間の錨泊であり、風も弱かったので、守錨

当直を配置せずに自室で休息していたところ、Ａ船の走錨を乗組員か

ら知らされ、主機の始動を試みたものの、Ｂ船に衝突した。 

Ａ船の錨泊開始時に北東から吹いていた微風は、夜半には最大瞬間

風速約１８m/s の北西の風に変わっていた。 

Ｂ船は、石膏約１,５８０ｔを積載し、Ａ船の南東方７００ｍ付近

の水深が約４２ｍで底質が泥まじりの砂となっている錨地に、重さ約



１.５５ｔの右舷錨を投下し、錨鎖を約６節伸出して錨泊していた。 

 船長Ｂは、台風の接近に備えて守錨当直を行っていたところ、風が

弱まり、台風の接近が９日０９時ごろとの気象情報を入手したので、

９日０１時ごろ一旦守錨当直を解き、０６時ごろから守錨当直を再開

することとした。 

Ｂ船は、船長Ｂが、０５時４０分ごろ昇橋したところ、船首至近に

Ａ船を認めたので、Ａ船をＶＨＦ無線電話で呼び出すとともに、他の

乗組員に機関用意を指示したものの、間に合わず、Ａ船が衝突した。 

分析 Ａ船は、台風が接近する状況下、船長Ａが、短時間の錨泊であり、

風も弱かったので守錨当直を配置していなかったことから、Ａ船が走

錨していることに気付かなかったものと考えられる。 

Ａ船は、水深に対して錨鎖の伸出量が足りず、風勢が増したことで

走錨したものと考えられる。 

原因 本事故は、台風が接近する状況下、Ａ船の船長Ａが、守錨当直を配

置していなかったため、Ａ船が走錨していることに気付かず、錨泊中

のＢ船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊する場合は、錨地の水深や底質、気象など状況により、適切

な錨泊法及び錨鎖伸出量を決定すること。 

 ・荒天が予想される場合は、守錨当直を行うこと。 

 


